
青森県がん検診事業における確認項目と対策について

 ○これらの確認項目は、令和３年度に策定した「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」により、県が実施状況を確認する項目として定めたものです。

○全１７項目のうち、昨年度からデータを更新した項目は、オレンジ色で着色した１5項目です。項目設定時と比較して「改善：１１項目」「悪化：１項目」「変化なし：１項目」「総合判断：２項目」「項目から削除：１項目」です。

（対策）
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2市町村 2市町村

(R3年度) (R6年度)

78.4%
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指針以外の部
位での検診実
施状況

⑤ 前立腺がん検診を実施している市町村数

その他の指針外検診（上記⑤から⑧以外）を実施している
市町村数

⑥ HPV検査を実施している市町村数

⑧

⑬
個別検診機関のチェックリスト実施率
※Ｒ４年度から調査開始

65.8%
（R4年度）

子宮体がん検診を実施している市町村数

91.8%
（R2年度）

集団検診機関のチェックリスト実施率（５がん平均）

⑨ 卵巣がん検診を実施している市町村数

⑩

85.6%
（R5年度）

＜現在までの対応状況＞
・「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」等を市町
村や検診機関等に送付するとともに、県ホームページにも掲載
し、周知に努めている。（再掲）
・令和６年９月に、「青森県におけるがん検診事業の実施に関す
る要綱」を踏まえた指針の遵守、精度管理の向上を図るため、
市町村や集団検診機関、保険者、産業保健のがん検診担当者
向け研修会を実施し、科学的根拠に基づくがん検診の重要性の
理解促進を図った。（再掲）
・今年度、国の指針を遵守したがん検診の重要性について、メ
ディア等を活用した医療機関や県民への周知を検討する。（再
掲）
・各個別検診機関へ、令和４年度のプロセス指標をフィードバッ
クする。

＜今後の対策＞
・チェックリスト実施率が低い市町村や集団検診機関へ個別の
働きかけを行うことにより、実施率の向上を図っていく。
・個別検診機関に対する「がん検診精度管理調査票（検診機関
用）」の実施について、関係機関と検討する。

増加 改善

○令和3年度は79.8%、令和4年度は84.2%であり、確認項目設定時から改善してきている。チェック
リスト実施率の低い市町村については、更なる向上が必要である。

＜参考＞
　未実施項目は市町村毎に異なるが、共通して実施していない項目に「未受診者に対して再勧奨
を実施していない」がある（32市町村、R5年度調査から2市町村の増）。
⇒チェックリスト項目の定義として、未受診者のうち特定の年齢層や国保対象者等、対象を特定し
て再勧奨を行っている場合は、「実施している」に含まれない。

○令和5年度は76.6%。チェックリストの実施率が70%台であるため、さらに向上するように働きかけ
が必要。

＜補足＞
※個別検診機関用チェックリストにおける「実施率」の定義は、「回収率」としている。

改善

国立がん研究センター
（毎年）

※括弧内の年度は調査実施
年度であり、調査実施年度の
前年度のがん検診の状況を
調査している

変化なし

市町村及び検
診実施機関の
技術・体制指標

⑪ 市町村のチェックリスト実施率(５がん平均）
79.4%

（R2年度）
増加

増加
92.1%

（R5年度）
改善

○令和3年度は91.4%で、令和4年度は90.4％であったが、令和5年度は設定時よりも実施率が改
善した。
　しかし、チェックリスト実施率の低い集団検診機関（五戸町総合健診センター、公立七戸病院）に
ついては、更なる向上が必要である。

＜参考：実施率が低い検診機関の特徴＞
「検査の精度管理」と「システムとしての精度管理」の実施率が低い。

がん・生活習慣病対策課
調べ（毎年）

⑫

＜現在までの対応状況＞
・「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」等を市町
村や検診機関等に送付するとともに、県ホームページにも掲載
し、周知している。
・令和６年９月に、「青森県におけるがん検診事業の実施に関す
る要綱」を踏まえた指針の遵守、精度管理の向上を図るため、
市町村や集団検診機関、保険者、産業保健のがん検診担当者
向け研修会を実施し、科学的根拠に基づくがん検診の重要性の
理解促進を図った。
・今年度、国の指針を遵守したがん検診の重要性について、メ
ディア等を活用した医療機関や県民への周知を検討する。

＜今後の対策＞
・引き続き、市町村等担当者研修会や医療機関向けの研修会等
により、要綱の浸透を図ることで、科学的根拠に基づくがん検診
を推進していく。
・指針外検診の実施について、市町村と集団検診機関との協議
内容について調査を行う。
・市町村と集団検診機関とのがん検診の仕様書の内容につい
て、調査を行う。

がん・生活習慣病対策課
調べ（毎年）

③

⑦
ペプシノゲン・ヘリコバクターピロリ抗体検査を実施している
市町村数
※Ｒ４年度から調査開始

7市町村
（R4年度）

検診間隔
※指針に基づく検診間隔でがん検診を実施している市町村数

増加 改善

減少 改善

○市町村が行うがん検診として、「前立腺がん検診」、「卵巣がん検診」を行う市町村数が減少し
てきている。
　また、「子宮体がん検診」は、令和６年度に実施市町村数が「０」となった。
　県要綱の浸透により、市町村が行うがん検診において、指針外検診を実施しない市町村数が増
加してきている。

＜補足：県要綱附属資料３関係＞
※１：ペプシノゲン・ヘリコバクターピロリ抗体検査は令和4年度から調査を開始したため、確認項
目を令和４年度の数値に設定した。
※２：HPV検査単独法は令和６年２月１４日改正の国の指針に明記されたため、項目から削除し
た。
※３：「⑩その他の指針外検診（上記⑤から⑧以外）を実施している市町村数」は、もともと実施し
ているにも関わらず、確認項目設定時に計上されていない市町村が２か所あったため、確認項目
設定時の数値を「０市町村」から「２市町村」へ修正した。

※項目から
削除

改善

減少 改善

減少

維持

減少

維持

国立がん研究センター
（毎年）

指針に基づくが
ん検診の実施
状況

②
検診の検査方法
※指針に基づく検査方法を実施している市町村数

増加

減少 ―

○令和４年のがんの75歳未満年齢調整死亡率は、84.0（令和3年は86.9）。
    本県の75歳未満年齢調整死亡率は、年々改善しているものの、全国で最も高い状況が続いて
おり、更なる改善が必要である。

※令和５年分については、令和６年１１月時点で未公表。

＜今後の対策＞
・望まない受動喫煙対策等の一次予防、早期発見・早期治療の
ための、科学的根拠に基づくがん検診の推進（二次予防）、適切
ながん医療を受けられる体制の整備等に引き続き取り組む。
（なお、本協議会はがん検診事業に関する協議、検討を行う。）

年齢調整
死亡率 ①

がん死亡の状況
（75歳未満年齢調整死亡率（男女計）、全がん、人口10万人対）

改善

○国指針に基づくがん検診の実施状況（国指針の遵守状況）について、令和5年度と比較し、「検
査方法」は2市町村の増、「対象年齢」は8市町村の増、「検診間隔」は5市町村の増であった。
　国指針の遵守状況は改善してきているため、引き続き全ての市町村が国指針を遵守したがん
検診を実施できるよう、市町村等へ働き掛けていく必要がある。

＜補足＞
　令和６年度の調査では、乳がん及び子宮頸がん検診の受診間隔について、「『未受診の場合は
翌年度受診可』とは、『未受診の場合、翌年度公費負担により受診可能で、かつ適切な名簿管理
により、翌年度の受診以降は２年に１回の受診間隔で受診が可能な実施体制がある』という意
味」とした。

＜参考：指針どおり実施できていない市町村の内容の主なもの＞
※１：検診の検査方法
　肺がん検診で喀痰細胞診が未実施、乳がん検診で超音波検査を実施　等
※２：対象年齢
　胃がん検診や肺がん検診、乳がん検診の対象年齢が40歳以下
※３：検診間隔
　 乳がん検診や子宮頸がん検診の検診間隔は２年に１回だが、対象年度以外は受診不可として
いる（前年度未受診の場合は受診できない）。

区分 確認項目
確認項目
設定時

目指す
方向性

Ｒ６
（現状値）

進捗 確認項目データの出典
評価内容と対策

(評価）

対象年齢
※指針に基づく対象年齢でがん検診を実施している市町村数

増加 改善

④

悪化

資料１－１※差替
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青森県がん検診事業における確認項目と対策について

 ○これらの確認項目は、令和３年度に策定した「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」により、県が実施状況を確認する項目として定めたものです。

○全１７項目のうち、昨年度からデータを更新した項目は、オレンジ色で着色した１5項目です。項目設定時と比較して「改善：１１項目」「悪化：１項目」「変化なし：１項目」「総合判断：２項目」「項目から削除：１項目」です。

資料１－１※差替

（対策）

⑭ 市町村のプロセス指標 右表参照 － 右表参照
その他

（総合判断）

地域保健・健康増進事業
報告（毎年）

※プロセス指標は、括弧内の
年度において公表されている
最新の「地域保健・健康増進
事業報告」における数値。
（精密検査に係る数値は、
「地域保健・健康増進事業報
告」の報告年度の前年度の
数値となる）

区分 確認項目
確認項目
設定時

市町村及び検
診実施機関の
プロセス指標

【確認項目設定時（R3)と現状値（R6）の比較】

○肺がん検診と乳がん検診以外のプロセス指標の悪化が目立つ。
　しかし、令和６年度現状値のプロセス指標は令和３年度の数値であり、新型コロナウイルス感染
症流行による受診控えや医療機関の受け入れ制限の影響の可能性も高いため、令和４年度の
数値の動向を注視する必要がある。

＜現在までの対応状況＞
・令和５年度末に、市町村及び集団検診機関に対し、「市町村及
び検診機関への助言・指導」を通知するとともに、個別の評価結
果について、県ホームページへ掲載した。
・令和６年度から、「青森県がん検診初回精密検査費助成事業」
を開始。市町村が実施する５がん検診で要精検となった者が、
初回精密検査受診に要した費用を助成する市町村に対して補
助を行うことで、精密検査受診率の向上を目指して取り組んでい
る。
・令和６年９月に、「青森県におけるがん検診事業の実施に関す
る要綱」を踏まえた指針の遵守、精度管理の向上を図るため、
市町村や集団検診機関、保険者、産業保健のがん検診担当者
向け研修会を実施し、科学的根拠に基づくがん検診の重要性の
理解促進を図った。（再掲）
・令和６年度は、改善に向けて通知や評価結果を示すとともに、
改善しない市町村及び検診機関へ個別の働きかけを行うことに
より改善を促していく。（再掲）

＜今後の対策＞
・引き続き、市町村等担当者研修会や医療機関向けの研修会等
により、要綱の浸透を図ることで、科学的根拠に基づくがん検診
を推進していくとともに、「青森県がん検診初回精密検査費助成
事業」により、精密検査受診率１００％を目指していく。

確認項目データの出典進捗
評価内容と対策

(評価）

目指す
方向性

Ｒ６
（現状値）

＜凡例＞ ⇒策定時から改善 ⇒策定時から悪化

胃がん検診（X線）
青森県

（R3設定時）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 82.9% 77 .5% 90% 以上 80.7%

精検未受診率
※4 7.1% 8 .0% 8.0%

精検未把握率※4 10.0% 14 .5% 11.3%

未受診率＋未把握率 17.1% 22 .5% 10% 以下 19.3%

要精検率 8.8% 7 .7% 7.6% 以下
※2 6.5%

陽性反応適中度 1.2% 1 .1% 1.5% 以上
※2 1.6%

がん発見率 0.11% 0 .09% 0.11% 以上※2 0.11%

大腸がん検診
青森県

（R3設定時）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 75.4% 73 .2% 90% 以上 71.3%

精検未受診率
※4 12.6% 9 .3% 13.1%

精検未把握率
※4 12.0% 17 .4% 15.6%

未受診率＋未把握率 24.6% 26 .8% 10% 以下 28.7%

要精検率 6.2% 5 .9% 6.8% 以下 6.3%

陽性反応適中度 3.1% 3 .1% 3.0% 以上 3.1%

がん発見率 0.19% 0 .18% 0.21% 以上 0.20%

肺がん検診
青森県

（R3設定時）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 87.0% 87 .1% 90% 以上 83.2%

精検未受診率※4 6.1% 5 .8% 5.7%

精検未把握率
※4 6.9% 7 .1% 11.0%

未受診率＋未把握率 13.0% 12 .9% 10% 以下 16.8%

要精検率 1.3% 1 .3% 2.4% 以下 1.8%

陽性反応適中度 2.9% 3 .5% 4.1% 以上 2.4%

がん発見率 0.04% 0 .04% 0.10% 以上 0.04%

乳がん検診
青森県

（R3設定時）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 92.2% 91 .9% 90% 以上 90.1%

精検未受診率※4 4.2% 3 .0% 2.9%

精検未把握率※4 3.5% 5 .1% 7.0%

未受診率＋未把握率 7.7% 8 .1% 10% 以下 9.9%

要精検率 6.2% 5 .8% 6.5% 以下 6.0%

陽性反応適中度 5.0% 5 .9% 6.1% 以上 5.5%

がん発見率 0.31% 0 .34% 0.40% 以上 0.33%

子宮頸がん検診
青森県

（R3設定時）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 85.7% 81 .3% 90% 以上 77.7%

精検未受診率※4 4.9% 5 .2% 6.5%

精検未把握率
※4 9.4% 13 .5% 15.9%

未受診率＋未把握率 14.3% 18 .7% 10% 以下 22.3%

要精検率 2.2% 2 .0% 2.5% 以下 2.2%

陽性反応適中度※3 1.5% 6 .4% 5.9% 以上 6.6%

がん発見率
※3 0.03% 0 .13% 0.15% 以上 0.15%

〇R6年1月付けで「許容値」から「基準値」に名称が変更となり、基準値も改定された

※1：プロセス指標の改定に伴い、40～74歳から「50～74歳」とした

※2：プロセス指標の改定に伴い、「受診間隔1年」の指標とした

※3：プロセス指標の改定に伴い、分子を「がんであった者」から「がん、AIS、CIN3であった者の和」とした

⇒基準値を満たす

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

2019～2021年度

（R元～R3年度）

20～74歳

女性

2021年度

（R3年度）

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

2019～2021年度

（R元～R3年度）

40～74歳

女性

2021年度

（R3年度）

2019～2021年度

（R元～R3年度）

40～74歳

男女計

2021年度

（R3年度）

2021年度

（R3年度）

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

2019～2021年度
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青森県がん検診事業における確認項目と対策について

 ○これらの確認項目は、令和３年度に策定した「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」により、県が実施状況を確認する項目として定めたものです。

○全１７項目のうち、昨年度からデータを更新した項目は、オレンジ色で着色した１5項目です。項目設定時と比較して「改善：１１項目」「悪化：１項目」「変化なし：１項目」「総合判断：２項目」「項目から削除：１項目」です。

資料１－１※差替

（対策）

1.29倍 1.24倍
(R1年) (R5年）

1.38倍 1.10倍
(R1年) （R5年）

【確認項目設定時（R3)と現状値（R6）の比較】

○大腸がん検診以外の精検受診率が、令和5年度（R3年度のプロセス指標）よりも悪化している
が、新型コロナウイルス感染症流行による影響の可能性が高いため、令和5年度のプロセス指標
の動向を注視する必要がある。

目指す
方向性

その他
（総合判断）

確認項目データの出典
(評価）

⑮ 検診機関のプロセス指標 右表参照 － 右表参照

がん・生活習慣病対策課
調べ（毎年）

※プロセス指標は、括弧内の
年度の前々年度の値
（市町村が把握している最新
の値で、年度当初に国へ報
告しているもの。国の統計上
（地域保健・健康増進事業報
告）では未確定値）

＜現在までの対応状況＞
・令和５年度末に、個別検診機関に対して、個別にプロセス指標
のフィードバック（令和５年度調査分）を行った。令和６年度も、個
別検診機関に対するプロセス指標のフィードバック（令和４年度
分）を行う。
・令和６年度から、「青森県がん検診初回精密検査費助成事業」
を開始。市町村が実施する５がん検診で要精検となった者が、
初回精密検査受診に要した費用を助成する市町村に対して補
助を行うことで、精密検査受診率の向上を目指して取り組んでい
る。（再掲）
・今年度、国の指針を遵守したがん検診の重要性について、メ
ディア等を活用し、医療機関や県民への周知を検討する。（再
掲）

＜今後の対策＞
・引き続き、市町村等担当者研修会や医療機関向けの研修会等
により、要綱の浸透を図ることで、科学的根拠に基づくがん検診
を推進していくとともに、「青森県がん検診初回精密検査費助成
事業」により、精密検査受診率１００％を目指していく。（再掲）

市町村及び検
診実施機関の
プロセス指標

区分 確認項目
Ｒ６

（現状値）

評価内容と対策

40～50代のが
ん死亡率の状
況（全国比）

⑯ ４０代のがん死亡率の状況（全国比） 減少

進捗
確認項目
設定時

○確認項目設定時から着実に死亡率の全国比は縮小してきているため、引き続き死亡率の全国
比について注視していく。

＜参考＞
　　　　　R1  　R2　　R3　  R4　  R5
40代：　1.29　1.25　1.43　1.27　1,24
50代：　1.38　1.33　1.23　1.30  1.10

＜現在までの対応状況＞
「がん検診の受診環境整備事業」(令和５年度～６年度)
⇒働いている方々ががん検診を受診しやすい環境づくりを支援
する
　　　・市町村の集団検診の場における遊具コーナーの
　　　　設置支援
　　　・事業所向けのパンフレットの作成及び配布
　　　・がん検診相談員の派遣
　　　・環境づくりに関する説明会の開催、動画配信
「青森県がん検診初回精密検査費助成事業」(令和６年度～)
⇒精検受診率向上を図る
　　　・市町村が実施する５がん検診で要精検となった
　　　　者が、初回精密検査受診に要した費用を助成す
　　　　る市町村に対して補助を行う

＜今後の対応＞
　引き続き、科学的根拠に基づくがん検診の普及啓発等に加
え、「青森県初回精密検査費助成事業」による精密検査受診率
の向上や、がん検診を受診しやすい環境づくりに取り組んでい
く。

人口動態統計（毎年）

⑰ ５０代のがん死亡率の状況（全国比） 減少 改善

改善

※本項目は確認項目設定時（R3）に設定されていなかったため、基準は「R5の現状値」とした。

＜凡例＞ ⇒R5から改善 ⇒R5から悪化

胃がん検診（X線）
青森県

（基準：R5現状値）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 70.8% 68.3 % 90% 以上 74.8%

精検未受診率※ 4 10.2% ―

精検未把握率※ 4 18.6% ―

未受診率+未把握率 29.2% 31.7 % 10% 以下 25.2%

要精検率 10.3% 9.9% 7.6% 以下※2 6.7%

陽性反応適中度 1.6% 1.5% 1.5% 以上※2 1.4%

がん発見率 0.16% 0.15% 0.11% 以上※2 0.09%

大腸がん検診
青森県

（基準：R5現状値）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 61.9% 69.2 % 90% 以上 68.7%

精検未受診率※ 4 11.6% ―

精検未把握率※ 4 24.5% ―

未受診率+未把握率 38.1% 30.8 % 10% 以下 31.3%

要精検率 8.0% 6.7% 6.8% 以下 7.1%

陽性反応適中度 3.3% 4.1% 3.0% 以上 3.1%

がん発見率 0.27% 0.27% 0.21% 以上 0.22%

肺がん検診
青森県

（基準：R5現状値）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 87.4% 83.9 % 90% 以上 81.2%

精検未受診率※ 4 7.8% ―

精検未把握率※ 4 5.3% ―

未受診率+未把握率 12.6% 16.1 % 10% 以下 18.8%

要精検率 2.8% 2.6% 2.4% 以下 2.0%

陽性反応適中度 2.9% 1.9% 4.1% 以上 1.9%

がん発見率 0.08% 0.05% 0.10% 以上 0.04%

乳がん検診
青森県

（基準：R5現状値）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 84.2% 89.8 % 90% 以上 89.4%

精検未受診率※ 4 7.9% ―

精検未把握率※ 4 6.0% ―

未受診率+未把握率 15.8% 10.2 % 10% 以下 10.6%

要精検率 7.5% 8.3% 6.5% 以下 7.0%

陽性反応適中度 5.0% 5.9% 6.1% 以上 5.0%

がん発見率 0.38% 0.49% 0.40% 以上 0.35%

子宮頸がん検診
青森県

（基準：R5現状値）

青森県
(R6現状値）

参考値：
全国（R6）

精検受診率 85.5% 83.4 % 90% 以上 75.5%

精検未受診率※ 4 6.3% ―

精検未把握率※ 4 8.8% ―

未受診率+未把握率 14.5% 16.6 % 10% 以下 24.5%

要精検率 2.5% 2.4% 2.5% 以下 2.5%

陽性反応適中度※3 1.4% 1.2% 5.9% 以上 6.3%

がん発見率※3 0.04% 0.03% 0.15% 以上 0.16%

〇R6年1月付けで「許容値」から「基準値」に名称が変更となり、基準値も改定された
※1：プロセス指標の改定に伴い、40～74歳から「50～74歳」とした

※2：プロセス指標の改定に伴い、「受診間隔1年」の指標とした

※3：プロセス指標の改定に伴い、分子を「がんであった者」から「がん、AIS、CIN3であった者の和」とした

※4：プロセス指標の改定に伴い、未受診率・未把握率それぞれの基準値だったものを、「精検未受診率＋未把握率が10%以下」とした

　　　また、県内市町村から提出された各個別検診機関のプロセス指標である（国の統計である「地域保健・健康増進事業報告」から算出され

　　　たものではない）ため、「精検受診率」と「精検未把握率」の合計が１００%にならない。よって、「未受診率＋未把握率」については、

　　　「100%‐精検受診率」で算出した

⇒基準値を満たす

基準値 現状値の対象年度 対象年齢※1

50～74歳

男女計

2022年度

（R4年度）

※参考値は、「全国がん検診

実施状況データブック

＜2023＞」より

（R2年度のプロセス指標）

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

40～74歳

男女計

2022年度

（R4年度）

※参考値は、「全国がん検診

実施状況データブック

＜2023＞」より

（R2年度のプロセス指標）

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

40～74歳

男女計

2022年度

（R4年度）

※参考値は、「全国がん検診

実施状況データブック

＜2023＞」より

（R2年度のプロセス指標）

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

40～74歳

女性

2022年度

（R4年度）

※参考値は、「全国がん検診

実施状況データブック

＜2023＞」より

（R2年度のプロセス指標）

基準値 現状値の対象年度 対象年齢

20～74歳

女性

2022年度

（R4年度）

※参考値は、「全国がん検診

実施状況データブック

＜2023＞」より

（R2年度のプロセス指標）
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